
 

 

 

 

第
三
条 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

別
表
 

別
表
 

 
 
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 

 
 
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 

１
～
８
 
（
略
）
 

１
～
８
 
（
略
）
 

９
 
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

９
 
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

 
イ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

 
イ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

 
 
⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

 
 
⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

 
 
注
１
～
６
 
（
略
）
 

 
 
注
１
～
６
 
（
略
）
 

 
 
 
７
 
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅰ)の
介
護
老
人
保
健

施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅲ)及
び

(ⅳ)、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期

入
所
療
養
介
護
費

(Ⅱ)の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅲ)の
介
護
老
人
保

健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)並
び
に
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期

入
所
療
養
介
護
費

(Ⅳ)の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
該
当
す

る
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に

つ
い
て
は
、
室
料
相
当
額
控
除
と
し
て
、
１
日
に
つ
き

26
単
位
を
所

定
単
位
数
か
ら
控
除
す
る
。
 

 
 
 
（
新
設
）
 

 
 
 
８
～
11 

（
略
）
 

 
 
 
７
～
10 

（
略
）
 

1
2 

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
に
対
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
に
お
い
て
計
画
的
に
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
指
定
短
期
入

所
療
養
介
護
を
緊
急
に
行
っ
た
場
合
は
、
緊
急
短
期
入
所
受
入
加
算

と
し
て
、
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
（
利
用
者
の
日

常
生
活
上
の
世
話
を
行
う
家
族
の
疾
病
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
場
合
は
、
14日

）
を
限
度
と
し
て
１
日
に
つ
き
90単

位
を
所
定
単

位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
11の

加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合

は
算
定
し
な
い
。
 

11 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
に
対
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
に
お
い
て
計
画
的
に
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
指
定
短
期
入

所
療
養
介
護
を
緊
急
に
行
っ
た
場
合
は
、
緊
急
短
期
入
所
受
入
加
算

と
し
て
、
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
（
利
用
者
の
日

常
生
活
上
の
世
話
を
行
う
家
族
の
疾
病
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
場
合
は
、
14日

）
を
限
度
と
し
て
１
日
に
つ
き
90単

位
を
所
定
単

位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
10の

加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合

は
算
定
し
な
い
。
 

1
3
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

12
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
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て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
若
年
性
認
知
症
利
用
者
に

対
し
て
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
若
年
性
認
知

症
利
用
者
受
入
加
算
と
し
て
、
⑴
及
び
⑵
に
つ
い
て
は
１
日
に
つ
き

1
20
単
位
を
、
⑶
に
つ
い
て
は
１
日
に
つ
き

60
単
位
を
所
定
単
位
数

に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
11
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し

な
い
。
 

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
若
年
性
認
知
症
利
用
者
に

対
し
て
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
若
年
性
認
知

症
利
用
者
受
入
加
算
と
し
て
、
⑴
及
び
⑵
に
つ
い
て
は
１
日
に
つ
き

120
単
位
を
、
⑶
に
つ
い
て
は
１
日
に
つ
き

60
単
位
を
所
定
単
位
数

に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
10
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し

な
い
。
 

1
4～

17 
（
略
）
 

1
3～

16 
（
略
）
 

1
8 

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
規
定
に
よ
り
、

注
１
及
び
注
10の

規
定
に
よ
る
届
出
に
相
当
す
る
介
護
保
健
施
設
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
注
１
及
び
注
10の

規
定
に

よ
る
届
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

17 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
規
定
に
よ
り
、

注
１
及
び
注
９
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
相
当
す
る
介
護
保
健
施
設
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
注
１
及
び
注
９
の
規
定
に

よ
る
届
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

1
9～

21 
（
略
）
 

18～
20 

（
略
）
 

2
2 

⑴
㈣
又
は
⑵
㈣
を
算
定
し
て
い
る
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指

定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
注
９
、
注
14及

び
注

1
5は

算
定
し
な
い
。
 

21 
⑴
㈣
又
は
⑵
㈣
を
算
定
し
て
い
る
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指

定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
注
８
、
注
13及

び
注

14は
算
定
し
な
い
。
 

 
 
⑷
～
⑾
 
（
略
）
 

 
 
⑷
～
⑾
 
（
略
）
 

 
ロ
～
ニ
 
（
略
）
 

 
ロ
～
ニ
 
（
略
）
 

 
ホ
 
介
護
医
療
院
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

 
ホ
 
介
護
医
療
院
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 

 
 
⑴
～
⑺
 
（
略
）
 

 
 
⑴
～
⑺
 
（
略
）
 

 
 
注
１
～
７
 
（
略
）
 

 
 
注
１
～
７
 
（
略
）
 

 
 
 
８
 
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅰ)の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院

短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護

費
(Ⅱ)の

Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)及
び
Ⅱ
型
介
護

医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅲ)の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療

養
介
護
費

(ⅱ)並
び
に
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
該
当
す

る
介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
つ
い
て

は
、
室
料
相
当
額
控
除
と
し
て
、
１
日
に
つ
き
26
単
位
を
所
定
単
位

数
か
ら
控
除
す
る
。
 

 
 
 
（
新
設
）
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９
・
10 

（
略
）
 

 
 
 
８
・
９
 
（
略
）
 

1
1 

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
に
対
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
に
お
い
て
計
画
的
に
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
指
定
短
期
入

所
療
養
介
護
を
緊
急
に
行
っ
た
場
合
は
、
緊
急
短
期
入
所
受
入
加
算

と
し
て
、
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
（
利
用
者
の
日

常
生
活
上
の
世
話
を
行
う
家
族
の
疾
病
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
場
合
は
、
14日

）
を
限
度
と
し
て
、
１
日
に
つ
き
90単

位
を
所
定

単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
10を

算
定
し
て
い
る
場
合
は
、

算
定
し
な
い
。
 

10 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
に
対
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
に
お
い
て
計
画
的
に
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
指
定
短
期
入

所
療
養
介
護
を
緊
急
に
行
っ
た
場
合
は
、
緊
急
短
期
入
所
受
入
加
算

と
し
て
、
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
（
利
用
者
の
日

常
生
活
上
の
世
話
を
行
う
家
族
の
疾
病
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
場
合
は
、
14日

）
を
限
度
と
し
て
、
１
日
に
つ
き
90単

位
を
所
定

単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
９
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、

算
定
し
な
い
。
 

1
2
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
若
年
性
認
知
症
利
用
者
に

対
し
て
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
若
年
性
認
知

症
利
用
者
受
入
加
算
と
し
て
、
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
つ
い
て
は
１
日
に

つ
き

120
単
位
を
、
⑺
に
つ
い
て
は
１
日
に
つ
き

60
単
位
を
所
定
単

位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
1
0
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算

定
し
な
い
。
 

11
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
若
年
性
認
知
症
利
用
者
に

対
し
て
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
若
年
性
認
知

症
利
用
者
受
入
加
算
と
し
て
、
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
つ
い
て
は
１
日
に

つ
き

120
単
位
を
、
⑺
に
つ
い
て
は
１
日
に
つ
き

60
単
位
を
所
定
単

位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
９
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算

定
し
な
い
。
 

1
3・

14 
（
略
）
 

12・
13 

（
略
）
 

1
5 

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
規
定
に
よ
り
、

注
１
及
び
注
９
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
相
当
す
る
介
護
医
療
院
サ
ー

ビ
ス
（
介
護
保
険
法
第
８
条
第
29項

に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
サ
ー

ビ
ス
を
い
う
。
）
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
注
１
及
び
注
９

の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

14 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
規
定
に
よ
り
、

注
１
及
び
注
８
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
相
当
す
る
介
護
医
療
院
サ
ー

ビ
ス
（
介
護
保
険
法
第
８
条
第
29項

に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
サ
ー

ビ
ス
を
い
う
。
）
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
注
１
及
び
注
８

の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

1
6・

17 
（
略
）
 

1
5・

16 
（
略
）
 

 
 
⑻
～
⒃
 
（
略
）
 

 
 
⑻
～
⒃
 
（
略
）
 

1
0・

11 
（
略
）
 

10・
11 

（
略
）
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